
会　　　員　　　規　　　程

第１条　定款第２章の会員に関する事項は、この規程による。

　（入退会等の手続）

第２条　本会に入会しようとする者は、次の事項を記して入会申込書を提出しなければなら

ない。

�　氏名、生年月日、性別、会員種別、現住所

�　出身学校、医籍登録年月日、医籍登録番号、学位・称号、所属学会名、医業に関する

職歴

�　病院又は診療所の開設者は所在地、名称、標榜科名及び開設年月日

�　勤務する者は、勤務先の名称及び担当する科名

２　前項の記載事項に異動を生じた場合は、すみやかに届出なければならない。

第３条　退会しようとする者は、次の事項を記して届出なければならない。

　�　氏名

　�　退会の理由

　�　転出先及び転出の期日

　（会員の区分）

第４条　本会の会員を次のように区分する。

Ａ会員　公的医療機関以外（以下「私的医療機関」という）の病院、診療所を開設し管理

している会員、及び私的医療機関の病院管理者である会員、及びそれに準ずる会員

をいう。

　　　　ただし、同一医療機関において、開設者と管理者が異なる会員である時は開設者

である会員をＡ会員とし、管理者である会員はＢ会員とする。

Ｂ会員　Ａ会員及びＣ会員以外の会員をいう。

Ｃ会員　医育機関に所属している会員及び医師法に基づく研修医であって申請をした会員

をいう。

　（入　会　金）

第５条　本会に入会する者及び会員の区分に変更を生じた者は、第２条に規定する手続きを

経て、所定の入会金を納めなければならない。

２　入会金は入会時に納入するものとする。ただし、事情により当該年度内の分納を認め

る。

３　入会金の額は、次の区分により別表第１－１の通りとする。

　�　新規に入会してＡ会員となる場合

　�　新規に入会してＢ会員となる場合

　�　新規に入会してＣ会員となる場合

　�　Ｂ又はＣ会員がＡ会員となる場合

　　イ　Ｂ又はＣとしての会員歴５年未満

　　ロ　Ｂ又はＣとしての会員歴５年以上

　�　Ｃ会員がＢ会員となる場合
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　�　Ａ会員がＢ又はＣ会員となる場合

　�　Ｂ会員がＣ会員となる場合

４　既納の入会金は返還しない。

第６条　次の場合は入会金を減免する。

　�　名誉会員は入会金を免除する。

�　会員が相続によって既設医療機関の開設者となったときは、所定の額の２分の１とす

る。

�　同一医療機関内において、会員である家族の間に資格の異動を生じたときは、所定の

額の２分の１とする。

�　事業所が開設した医療機関に勤務する者で、理事会が承認した場合は入会金を減免す

ることができる。

　（会　　費）

第７条　会費納入の責任は、会員個人が負うものとする。

第８条　Ａ会員の会費賦課額は、別表第１－２の通りとする。

第９条　Ｂ会員の会費賦課額は、別表第１－３の通りとする。

第１０条　Ｃ会員の会費賦課額は、別表第１－４の通りとする。

　（会館維持特別会費）

第１１条　会館維持特別会費は新たにＡ又はＢ会員となった者に賦課する。

２　前項の賦課額は、Ａ会員６００,０００円、Ｂ会員は５０,０００円とし５ヵ年に分割する。

３　Ｂ会員として会館維持特別会費を納入した後、Ａ会員に会員種別を変更した場合の会館

維持特別会費は、Ｂ会員中に納入した会館維持特別会費相当額を差し引いた額とする。

第１２条　病院、診療所を開設し管理しているＡ会員の会費賦課の基準は、所得税法による前

年中の医業所得の額とする。

第１３条　会費の賦課期日は、４月１日とする。

第１４条　会費の賦課期日後に納付義務が発生したものについては、その発生した日の属する

月から月割をもって算定した額を課する。

２　新たにＡ会員となった者の所得割は、その年度に限り最低額とする。

３　Ａ会員が年度の途中で他の区分の会員となった場合は、その年度に限りＡ会員としての

会費を賦課する。

第１５条　会費は、年額を４回に分割して、会員が指定する金融機関を通じ本会へ納入するも

のとする。ただし、理事会の承認を得た場合は、その納入方法を変更することができる。

２　既納の会費は、返還しない。

第１６条　会費納入の猶予期限は、納入義務発生時より６ヵ月とする。

２　前項の猶予期間を１２ヵ月経過しても会費が納入されない場合は、退会したものと看す。

第１７条　Ａ会員は、毎年３月末日までに前年の医業所得額報告書を本会へ提出しなければな

らない。

２　前項の報告をしない会員、又は不当に過少な報告をしたと認められる会員に対しては、

会長は、会員の所得額を調査し賦課額を決定する。

第１８条　会員のうち次に掲げる者に対しては、代議員会の決議により会費を減免することが

できる。
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　�　名誉会員の会費は、免除する。

�　満８３歳以上の会員で引続き２０年以上会員である者の会費は、誕生日の属する月より医

業所得の額に応じて減免する。

　�　３ヵ月以上の長期病気休業者の会費は、４ヵ月以降より減免する。

�　著しい災害をうけた者、出産育児及びその他特別の事情の認められる者の会費は、減

免する。

２　第１項の第２号、第３号及び第４号に該当し、会費の減免を受けようとする者は、所定

の様式により申請書を会長に提出しなければならない。

３　第１項第２号に規程する医業所得の額及び減免額は次の通りとする。

　�　医業所得の額が３００万円未満の会員　全額免除

　�　医業所得の額が３００万円から５００万円未満の会員　当該賦課額の２分の１を減額

　�　医業所得の額が５００万円以上の会員　免除しない

４　市町村合併により、他の郡市医師会の会員であった者が本会に入会する場合は次の通り

とする。

　�　入会金は免除する。

　�　合併前の医師会の規定により、医師会費が免除又は減額されていた会員の会費は本規

程にかかわらず免除又は減額する。

　�　会館維持特別会費は、分割額を３ヵ年納入するものとし、残りの２ヵ年は免除する。

　（負　担　金）

第１９条　負担金の賦課額及び納入方法等は、その都度代議員会できめる。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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班　　　規　　　程

第１条　定款第４条第２項の班に関する事項は、この規程による。

第２条　班は、本会の組織単位として会務を分担する。

第３条　班の名称は、地区班に一連番号を付し、機関班はその機関名をかぶして、新潟市医

師会○○班とする。

第４条　会員は、すべて所定の地区班又は機関班に所属しなければならない。

第５条　各地区班の包括地区及び機関班の構成は、別表第２の通りとする。

２　包括地区の変更は、代議員会の決議を得て行う。

第６条　会員は、就業所の移転・変更等により、所属すべき班に異動を生じた場合には、す

みやかに所属の班を変更しなければならない。

第７条　各班は、所属会員の互選によって班長・副班長各１人を選出し、これを会長に届出

なければならない。

第８条　班長・副班長の任期は１年とする。ただし、重任は妨げない。

第９条　班長は、班を代表し、常に所属会員の実情を把握し、会務が円滑に遂行されるよう

に努めなければならない。

２　副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その業務を代理する。

第１０条　班長は、班会議を招集し、会務に関する報告と協議を行う。

第１１条　班長は、会長が招集した会議に出席して会務に関する報告を受けるとともに、班員

の意見を具申することができる。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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役 員 選 挙 規 程

第１条　定款第２６条第２項の選挙に関する事項は、この規程による。

　（役員その他の選挙）

第２条　代議員会は、次の役員その他を選挙する。

　�　理　事 １４人以上１６人以内

　�　監　事 ３人以内

　�　県医師会代議員及び予備代議員　新潟県医師会定款施行細則に定める定員

２　前項の定数の内、理事３人は新潟大学医学部から１人官公庁から２人をそれぞれ選出

し、県医師会代議員４人は新潟大学医学部から２人官公庁から２人をそれぞれ選出し、代

議員会の承認をもって選挙にかえることができる。

　　県医師会予備代議員についても同様とする。

３　第１項に規程する監事の内、この法人の関係者以外から選任する１人については、代議

員会の承認を得て会長が選任するものとする。

第３条　前条の選挙を行うときは、会長は、理事会の議を経て施行２０日前までに次の事項を

文書をもって会員に通知しなければならない。

　�　選挙すべき役種並びにその人数

　�　選挙の日時、場所

　�　候補者の届出の方法

　�　締切りの日時

第４条　選挙当日前３０日現在新潟市医師会員であって引続き選挙当日会員である者が、選挙

権及び被選挙権を有する。

第５条　第２条の各役種の選挙に立候補しようとする者又は会員を候補者に推薦しようとす

る者は、選挙期日１０日前までに、候補者となる者の氏名、住所、年齢及び略歴を記載した

文書をもってその旨を会長に届出なければならない。

２　推薦届の文書には、推薦者が班であるときはその班長、会員であるときは３人以上の会

員が署名し、かつ、候補者の承諾書を添えなければならない。

第６条　立候補又は推薦を取消そうとするときは、立候補の場合は本人から、推薦の場合は

推薦者から、それぞれ文書をもってその旨を選挙開始前に会長に届出なければならない。

第７条　会長は、立候補届出または推薦届出の締切り後、候補者一覧表を作成し、速やかに

これを代議員に、補欠選挙の場合には議長、副議長及び代議員に送付し、これを選挙当日

代議員に配付しなければならない。

２　会長は、第６条の規程による立候補の辞退及び推薦の取下げがあった場合には、候補者

名簿の中から、当該者の氏名を削除する。

第８条　選挙は、投票をもって行い、投票権の代理行使は認めない。

第９条　投票用紙は、議長がこれを定める。

第１０条　役員その他の選挙にあたり、議長は、選挙立合人３人を代議員中から指名し投票及

び開票に立合せなければならない。

２　議長は、開票管理人３人を代議員中から指名し、開票の管理を行わせなければならな
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い。

第１１条　投票は、１人１票無記名とし、第２条の各役種の定数に従い単記又は連記とし、得

票数の多い者から順に当選者とする。

２　得票が同数のときは、議長が抽せんして順位を決定する。

第１２条　次の投票は、これを無効とする。

　�　所定の用紙を用いないもの

　�　候補者でない者又は候補者と確認し得ない者の氏名を記載したもの

　�　記載すべき定数に合致しない員数を記載したもの

第１３条　この規程第５条による届出候補者の数が定数をこえないときは、代議員会の決議に

より投票を行わないで候補者をもって当選者とすることができる。

第１４条　選挙の効力に関して異議がある選挙人又は候補者は、３日以内に議長に対して異議

の申立てをすることができる。

２　前項の異議の申立てがあったときは、議長は、これを代議員会に付議しなければならな

い。

第１５条　議長は、選挙の結果を直ちに会長に報告しなければならない。

第１６条　会長は、当選者に当選証書を交付し、当選者が就任承諾書を提出することによって

当選が確定する。

第１７条　当選者が選挙の日から１０日以内に就任を辞退し、会長がその理由を正当と認めたと

きは、当該選挙の当選者に次いで得票数の多い者を繰上げて当選者とする。

　（役員の任期）

第１８条　役員の任期は、改選が行われる年の定時代議員会終了の日の翌日から始まる。

　（選挙結果の通知）

第１９条　会長は、この規程によるすべての選挙の結果を会員に通知しなければならない。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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代 議 員 選 挙 規 程

第１条　定款第１８条第１項の選挙に関する事項は、この規程による。

　（代議員及び予備代議員の選挙）

第２条　代議員及び予備代議員の選挙は、各選挙区で行う。

２　選挙区の構成は、各班ごととする。

３　各選挙区において代議員及び予備代議員の届出候補者の数が定数をこえないときは、選

挙区の決議により投票を行わないで候補者をもって当選者とすることができる。

第３条　各選挙区に属する班の班長は、選挙を管理し、選挙の結果を文書をもって会長に報

告しなければならない。

第４条　各選挙区において選出すべき代議員の数は、会員数が３５人までの選挙区では１人と

し、３５人をこえる選挙区では２人とする。

２　予備代議員の数は、代議員と同数とする。

第５条　代議員選挙の基準となる会員数は、改選期の１月１日現在の数による。

２　選挙後選挙区の会員数に異動を生じても選出すべき代議員の数は、次の改選期までは変

更しない。

　（代議員の任期）

第６条　代議員及び予備代議員の任期は、改選の行われた年の３月１日に始まる。

　（選挙結果の通知）

第７条　会長は、この規程によるすべての選挙の結果を会員に通知しなければならない。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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会　　　議　　　規　　　程

第１章　　総　　　　　則

第１条　定款第５章代議員会、第６章理事会の会議に関する事項は、この規程による。

第２条　議長は会議を主宰し、会議の順序を定め、会議を開閉し、議場の秩序を保持する。

２　副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

第２章　　代　議　員　会

　（議　　席）

第３条　代議員の議席は、選挙後の最初の代議員会において定め、各席に番号標を付する。

　（点　　呼）

第４条　議長は、開会前に着席代議員数を書記に報告させる。

　（欠席の通知）

第５条　代議員が欠席するときは、開会前にその理由を議長に届出なければならない。

　（仮　議　長）

第６条　議長及び副議長が選任されるまでは、最年長の代議員が仮議長となる。

　（臨時議長）

第７条　議長及び副議長ともに事故がある時は、出席代議員の互選により臨時議長を選任す

る。

　（開議、閉議及び休憩の宣告）

第８条　代議員会の開議、閉議及び休憩は、議長が宣告する。

　（動　　議）

第９条　動議は、他に２人以上の代議員の賛成者がなければ議題とすることができない。

第１０条　動議は、その案を具して、２人以上の代議員の賛成者が連署し、あらかじめ議長に

提出するものとする。ただし、簡単なもの及び緊急なものは、その議場において述べるこ

とができる。

　（議　　事）

第１１条　議長は、代議員会の開催までに議事日程を定めなければならない。

第１２条　議長は、必要があると認めたとき、又は代議員から動議が提出されたときは、討論

を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の議案を追加することがで

きる。

第１３条　議長は、会議に付する議案を議題とするときは、その旨を宣告する。

第１４条　議長は、必要があると認めたときは、２件以上の議案を一括して議題とすることが

できる。

第１５条　議長は、必要があると認めたときは、議題になった議案を書記に朗読させ、あるい
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は提案者に説明させることができる。

第１６条　会議に付する議案については、代議員の質疑が終わった後に討論を行う。

　議長は、質議及び討論の終了した後に表決する。

２　議長は、議事について必要があるときは、決議を経て特別委員会に付託する。

第１７条　特別委員会に付託した案件は、委員長の報告をまって議題とする。

２　代議員は委員長の報告に対して質議をすることができる。

第１８条　代議員会は、決議の結果生じた各項の字句その他の整理を議長に委任することがで

きる。

　（発　　言）

第１９条　代議員が発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告

げ、議長の許可を求めなければならない。

２　同時に２人以上挙手して発言を求めたときは、発言の順序を議長がきめる。

第２０条　代議員の発言は、すべて議長に向かってしなければならない。

第２１条　議長が代議員として発言しようとするときは、副議長を議長席につかせ、議席にお

いて発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたとき

は、その議題の表決が終わるまで議長席に復することはできない。

第２２条　発言は、すべて、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

第２３条　発言は、その中途において、他の発言によって妨げられることはない。

第２４条　議長は、必要があると認めたときは、発言時間を制限することができる。

２　議長の定めた時間制限に対し、出席代議員３人以上の者から異議があるときは、議長

は、代議員会にはかって決める。

第２５条　議長は、質疑及び討論が終わったとき、その終結を宣告する。

２　質疑及び討論が続出して容易に終結しないとき、代議員は、質疑討論終結の動議を提出

することができる。

３　前項の動議について、議長は、討論を用いないで会議にはかることができる。

第２６条　表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、表決方法について

異議があるときは、この限りでない。

第２７条　代議員は、議案に関係のない一般会務について、議長の許可を得て質問することが

できる。

第２８条　議長は、必要があると認めたときは、代議員以外の会員の出席を求めて意見を聞く

ことができる。

　（表　　決）

第２９条　議長が表決をとろうとするときは、表決に付する議案又は動議の内容を明示しなけ

ればならない。

第３０条　表決宣告の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。

２　議長は、表決に加わることができない。

第３１条　議長が表決をとろうとするときは、問題を可とするものには起立又は挙手をさせ、

その多少を認定して可否の結果を宣告する。

２　議長が起立又は挙手した者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席代議員

５人以上の者から異議があるとき、若しくは、議長が必要と認めたときは、記名又は無記
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名の投票で表決をとらなければならない。

第３２条　投票を行う場合には、所定の投票用紙に問題を可とする者は賛成、否とする者は反

対と記載し、投票箱に投票する。

第３３条　代議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

第３４条　議長は、表決について異議の有無を会議にはからなければならない。

２　議長は、異議がないと認めたときは、可決の旨を宣告する。

第３５条　修正案については、議長は、原案より先に表決をとらなければならない。

２　同一の議題について数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を定める。その順序

は、原案に最も遠いものから先に表決される。ただし、表決の順序について出席代議員５

人以上の者から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

３　修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

　（秩序保持に関する措置）

第３６条　議長は、代議員会の議事を整理し難いときは、休憩又は散会を宣告することができ

る。

第３７条　代議員が、定款又はこの規程に違反し、その他代議員会の秩序を乱し、又は代議員

会の品位をきずつけるときは、議長はこれを制止し、又は発言を取消させることができ

る。

２　代議員が前項の指示に従わないときは、議長は、当日の代議員会が終わるまで発言を禁

止し、又は退場を命ずることができる。

　（議　事　録）

第３８条　議長は、議事録を調整し議事の経過及び結果を記載しなければならない。

第３９条　議事録には、議長及び出席した代議員２人が署名しなければならない。

２　議事録に署名すべき代議員は、会議の始めに議長が会議にはかって決める。

第４０条　議事録には、特に秘密を要するものと決議した部分、議長が取消しを命じた発言及

び発言者が議場において取消した発言については、これを記載しない。

第３章　　総　　　　　会

第４１条　総会については、この規程第２章代議員会中第８条、第１９条、第２０条、第２１条、第

２２条、第２３条、第２４条、第２５条、第３７条の各条を準用する。

２　この場合「代議員」とあるのは「会員」と、「代議員会」とあるのは「総会」と、それ

ぞれ読みかえるものとする。

３　第１９条中「自己の議席番号を告げ」とあるのは「班及び自己の氏名を告げ」と読みかえ

る。

第４章　　理　　事　　会

第４２条　理事会については、この規程第２章代議員会中第３条、第６条、第７条、第９条及
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び第１０条を除く各条を準用する。

２　この場合、「代議員」とあるのは「理事」と、「代議員会」とあるのは「理事会」と、そ

れぞれ読みかえるものとする。

３　第１９条中「自己の議席番号を告げ」とあるのはこれを除く。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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裁　定　委　員　会　規　程

第１条　定款第５６条の裁定委員会に関する事項は、この規程による。

第２条　本委員会は、委員の中から委員長、副委員長各１人を互選によって選挙する。

第３条　委員長は、会長の要請によって委員会を招集し、その議事を主宰し、裁定委員会を

代表する。

２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第４条　本委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。

第５条　本委員会の裁定は、出席者の４分の３以上の同意を必要とする。

第６条　本会に裁定を申告しようとする者は、申告書に関係資料を添付し、会長に提出する

ものとする。

第７条　会長は、前条の申告書を受理したときは、すみやかに裁定委員会に付託しなければ

ならない。

第８条　委員長は、裁定にあたっては、関係者を委員会に招集し、事情を聴取しなければな

らない。

第９条　関係者は、委員長の許可を得て、委員会に出席して意見を述べることができる。

第１０条　本委員会の議事は、原則として公開しない。

第１１条　委員長は、議事の経過、並びに裁定及びその理由を文書をもって会長に報告しなけ

ればならない。

第１２条　会長は、委員長からの報告があったときは、理事会にはかってその取扱いをすみや

かに決定するものとする。

第１３条　本委員会に関する書類その他は、委員長が封印し、厳重に本会事務所に保管するも

のとする。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。

 

Title:083-095-0520●定款.ec8 Page:94  Date: 2013/11/28 Thu 18:15:51 



委　員　会　規　程

第１条　定款第５７条第２項の委員会に関する事項は、この規程による。

第２条　委員会は、会長の委嘱による委員若干人をもって構成する。

２　委員の任期は、会長の任期による。

第３条　委員会は、委員の中から委員長・副委員長各１人を互選によって選挙する。

２　委員長は、議事を主宰し、委員会を代表する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

第４条　委員会は、会長が招集し、委員長がこれを開閉する。

２　委員の２分の１以上から委員会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなけ

ればならない。

第５条　委員会は、会長から諮問をうけた案件について審議する。

第６条　委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第７条　委員会の決議は、出席委員の多数決による。可否同数の場合は、委員長が決める。

第８条　委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができ

る。

第９条　委員会が諮問された案件について審議を終了したときは、委員長は、すみやかに答

申書を作り会長に提出しなければならない。

第１０条　会長は、委員会において審議中の案件について特に必要があるときは、中間報告を

求めることができる。

第１１条　委員会は、会長が必要と認める場合には、特別の事業の運営に参画することができ

る。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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会　　　計　　　規　　　程

第１章　　総　　　　　則

　（目　　的）

第１条　本規程は、定款第６６条の資産の保管および会計処理に関する事項に基づき、本会の

財産の増減変化に関する諸取引を正確かつ迅速に処理し、予算執行および財政状態を明ら

かにすることを目的とする。

　（経理の原則）

第２条　本会の経理は、法令及びこの規程の定めによるほか、公益法人会計基準およびこれ

に関する公益法人会計の運用指針・実務指針等の諸基準に準拠して処理を行う。

　（事業年度）

第３条　定款第６１条の定めるところにより、本会の事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１

日とする。

　（会計区分）

第４条　本会の会計区分は、実施事業等会計、その他事業会計、法人会計とする。

　（経理責任者）

第５条　経理責任者は、事務局長とする。

　（資産の管理）

第６条　本会の資産は、会長が管理する。

第７条　本会に財産目録を備え、理事会の承認を経た上で、代議員会及び総会に提出しなけ

ればならない。

第２章　　予　　　　　算

　（収入及び支出）

第８条　入会金、会費、負担金、寄付金その他一切の収入を収入とし、一切の支出を支出と

し、収入、支出は総予算に編入する。

第９条　各年度における経費の定額は、その年度の収入をもって支弁する。

　（予算の編成と承認）

第１０条　各年度の総予算は、理事会の議を経て会長が編成し、代議員会の決議を得なければ

ならない。

２　既定予算の補正をしようとするときも同様とする。

　（予算の体系）

第１１条　予算は、大、中科目に区分し、必要に応じて小科目を設ける。

　（予算の遵守と例外）

第１２条　経費は予算に決めた目的以外に使用することができない。ただし、理事会の決議に
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より、大科目内の流用をすることができる。

　（予備費の計上）

第１３条　予算外の支出又は予算超過の支出にあてるため、予備費を設ける。予備費は、代議

員会で否決した使途にあてることができない。

　（収支の翌事業年度への編入・繰越）

第１４条　各年度において収支に剰余を生じたときは、次年度の収入に編入する。

第１５条　数年にわたる事業で継続費として総額を定めたものは、各年度の支出残額を、その

事業の完成年度まで遂次繰越して使用することができる。

第３章　　帳簿組織および収入・支出の取扱い

　（仕訳伝票）

第１６条　すべての会計処理は、仕訳伝票により行うものとする。

２　仕訳伝票は証憑に基づいて作成する。

　（会計帳簿）

第１７条　本会に次の帳簿を備える。

　�　主要簿

　　イ．仕訳帳（仕訳伝票をもって代えることができる）

　　ロ．総勘定元帳

　�　補助簿

　　イ．現金出納簿

　　ロ．会費台帳

　　ハ．固定資産台帳

　　ニ．その他必要な帳簿

　（帳簿書類の保存及び処分）

第１８条　会計に関する帳簿及び書類の保存期間は、次の通りとする。

　�　財務諸表　　　　　　　　　　　　永久保存

　�　会計帳簿（主要簿）　　　　　　　　　　１０年

　�　その他の帳簿及び書類（補助簿等）　　　７年

２　前項の保存期間は、帳簿等閉鎖の時から起算する。

３　保存期間経過後の帳簿及び書類の廃棄については、会長の決裁を得なければならない。

第４章　　金　銭　会　計

　（金銭出納の範囲）

第１９条　この規程で金銭とは、現金及び預金をいい、現金とは、通貨のほか手元にある小切

手、郵便為替証書、振替貯金証書等をいう。

２　手形及び公社債債券等の有価証券は、金銭に準ずるものとして取扱う。
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　（領収書の管理）

第２０条　現金を収納した場合は、所定の様式の領収証を発行しなければならない。なおその

際には連続番号を付した２枚複写の領収書を使用し、控えを残さなければならない。

　（金銭の支出）

第２１条　金銭の支払は、最終支払先からの請求書若しくはその他の証拠書類にもとづき起案

された支払命令書によらなければならない。

２　前項の支払命令書は、会長及び会長が必要と認めた者の決裁をうけなければならない。

第２２条　外部に対する金銭の支払は、毎月末日とし、当該支払日の５日以前に支払の決裁を

完了したものについて一括して行うものとする。ただし、随時払の必要のあるもの及び契

約による定期払いのものについては、この限りでない。

　（手持現金）

第２３条　日々の現金支払いに充てるため、手持現金をおくことができる。

２　手持現金の保有限度は会長の定める額とし、その受払及び保管は出納担当者がこれに当

たるとともに、経理責任者は定期的に現金の残高を確認する。

　（金融機関との取引および借入）

第２４条　本会は、必要に際し、一時借入金をすることができる。この場合は、定款第４８条に

基づく理事会の承認枠の範囲内で会長の承認をもって実行するものとする。

２　一時借入金は、当該年度の収入をもって償還する。ただし、理事会の決議を得た場合

は、その限りではない。

第５章　　固　定　資　産

　（特定資産）

第２５条　固定資産は、特定資産とその他固定資産に区分する。

２　特定資産は、特定目的のために使用する次の資産とする。

　�　役員退職給付引当資産

　�　職員退職給付引当資産

　�　会館建設引当資産

　（固定資産）

第２６条　この規程による固定資産とは、次に掲げるものをいう。ただし、時の経過によりそ

の価値の減少する資産については、使用可能期間が２年以上又は取得価格が１０万円以上の

ものをいう。

　�　有形固定資産

　　　建物、構築物、機械器具、車両運搬具、什器備品、土地

　�　無形固定資産

　　　借地権、電話専用施設利用権、電話加入権等

　（取得原価）

第２７条　固定資産の取得価格は、次の各号による。

　�　購入によるものは、購入価格に付帯費用を加算した金額

Title:096-100-会計規程.ec8 Page:98  Date: 2013/11/28 Thu 18:16:29 



　�　交換によるものは、交換に際し提供した物件の帳簿価格

　�　贈与によるものは、評価額

　（固定資産の管理）

第２８条　有形固定資産の改良、補修、売却、除却、貸借、移管等については、会長の決裁を

うけなければならない。ただし、小口のものの改良及び補修については、この限りでな

い。

　（減価償却）

第２９条　固定資産の減価償却については、毎事業年度末に定額法により行う。

２　減価償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定めるところ

による。

第６章　　決算および税務

　（決算の目的）

第３０条　決算は各事業年度の会計記録を整理・集計し、その収支状況及び当該事業年度末に

おける財産の状況を明らかにすることを目的とする。

　（計算書類の作成）

第３１条　会長は、各年度の決算に当たり、次の書類を作成し、理事会の承認を経た上で代議

員会及び総会に財務諸表を提出しなければならない。

　１．財務諸表

　　�　貸借対照表（貸借対照表総括表）

　　�　正味財産増減計算書（正味財産増減計算書総括表）

　２．附属明細書

　３．財産目録

　４．その他

　　�　収支計算書（収支計算書総括表）

　　�　その他附属書類

　　�　公益目的支出計画実施報告書

　（決算に関する重要な会計方針）

第３２条　資産および負債の評価等の期末における重要な会計方針は、第２９条（減価償却）に

規定するもののほか、次の各号の定めによる。

　　�　賞与引当金……従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期

負担額を計上するものとする。

　　�　退職給付引当金……役員及び職員の退職金の支出に備えるため、退職金規程に基づ

き自己都合退職による期末要支給額を計上するものとする。

　　�　貸倒引当金……未収金・貸付金等の債権の貸倒に備えるため、回収不能見込み額を

計上するものとする。

　　�　固定資産の減損……固定資産に減損の兆候が生じた場合には減損の認識の要否を検

証し、減損が必要と判断された場合には回収可能価額と簿価と
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の差額を減損損失として計上するものとする。

　（決算の期限）

第３３条　毎事業年度終了後、すみやかに当該事業年度末における第３１条の財務諸表等を作成

し、３ヵ月以内に財務諸表を代議員会に提出しなければならない。

　（監事監査）

第３４条　各年度の決算終了後すみやかに第３１条の財務諸表等について、監事の監査を受けな

ければならない。

附　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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－101－

情　報　公　開　規　程

　（目　　的）

第１条　本規程は、定款第７４条第２項に基づき本会の活動状況、運営内容、財務資料等を一

般市民に積極的に公開し、もって、本会の公正で開かれた活動を推進することを目的とす

る。

　（本会の責務）

第２条　本会は、この規程の解釈及び運用にあたり、本会の情報を一般市民に情報公開する

ことの意義を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう

最大限の配慮をすることを責務とする。

２　個人に関する情報の保護については別に定める。

　（利用者の責務）

第３条　本会が公開した情報を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報をこの規

程の目的に沿って適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう

努めなければならない。

　（情報公開の方法）

第４条　本会は情報公開の対象とする公告物、公表物、書類等について本会の事務所に備え

置くとともに、インターネットによる方法並びに新潟市医師会報に掲載する方法により行

うものとする。

　（公　　告）

第５条　本会は法令並びに定款第６３条第４項の規定に従い、貸借対照表について公告を行う

ものとする。

２　前項の公告については定款第７２条の方法によるものとする。

　（公　　表）

第６条　本会は次の書類を公表する。

　�　定款

　�　役員名簿

　�　代議員名簿

　�　事業計画書及び収支予算書

　�　事業報告書

　�　貸借対照表

　�　損益計算書（正味財産増減計算書）

　�　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

　�　監査報告書

２　前項の書類において、第１号から第３号は最新のものを、第５号から第９号までは当該

事業年度修了後３カ月以内に備え、５年間備え置くものとする。第４号については当該事

業年度開始後３カ月以内に備え、次事業年度の資料が備え置かれるまでの間備え置くもの

とする。
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　（書類の事務所備え置き）

第７条　本会は法令の規定に従い、第６条第１項の書類を本会の事務所に備え置き、正当な

理由を有する者の求めに応じ閲覧ないしは、その全部または一部の謄写を認める。

　（閲覧場所及び閲覧日時）

第８条　本会の事務所備え置きの対象である第６条第１項の書類の閲覧場所は総務課とす

る。

２　閲覧の日は本会の休日以外の日とし、閲覧の時間は午前１０時から午後４時までの休憩時

間を除く時間帯とする。ただし本会の事務遂行上支障があると判断した場合は閲覧の日時

を指定することができる。

　（閲覧等に関する事務）

第９条　閲覧希望者から第６条第１項の書類の閲覧等の申請があったときは、次のように取

扱うものとする。

�　別紙様式１に定める閲覧（謄写）申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。

�　閲覧（謄写）申請書が提出されたときは、別紙様式２に定める閲覧受付簿に必要事項

を記載し閲覧に供する。

�　閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは実費負担を求

め、これに応じる。実施負担額は謄写１枚１０円とする。

　（管　　理）

第１０条　本会の情報公開に関する事務は総務課が管理する。

　（そ の 他）

第１１条　この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長が理事会の決議を

経てこれを定める。

附　　　　　則

　この規程は一般社団法人の設立登記の日から施行する。

 

－102－
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－103－

別紙１

様式１

閲覧（謄写）申請書

　　一般社団法人新潟市医師会長

　　　　　　　　　　　　　殿

 

申　請　月　日　　平成　　年　　月　　日

申　請　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者住所　　〒　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電　話　番　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私（申請者）は、下記の閲覧（謄写）目的に従って閲覧対象書類から得た情報を、

その目的に即して適正に使用するとともに、その情報によって個人に関する権利を

侵害することのないよう誓います。

閲覧（謄写）の目的

閲覧対象書類（該当するものを○で囲んで下さい。）

　１．定款

　２．役員名簿（氏名のみ）

　３．代議員名簿（氏名のみ）

　４．事業計画書及び収支予算書

　５．事業報告書

　６．貸借対照表

　７．損益計算書（正味財産増減計算書）

　８．貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

　９．監査報告書
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別紙２

様式２

閲　覧　受　付　簿

－104－

備　　考担当者名申込人の住所・氏名受付年月日受付番号
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個人情報保護規程

第１条　定款第７５条第２項の個人情報保護に関する事項は、この規程による。

　（適用範囲）

第２条　この規程は、本会の役員及び職員に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業

務を外部に委託する場合の委託先及び労働者派遣法に基づく派遣労働者に対しても適用す

る。

　（用語の定義）

第３条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

�　個人情報　個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが

できるものを含む）をいう。

�　役員　定款第２２条に規定する役員及び定款第１７条に規定する代議員をいう。

�　職員　本会の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を

含む。

　�　本人　個人情報により識別される特定の個人をいう。

�　開示　本人または別に定める関係者に対して、これらの者が本会の保有する本人に関

する情報を自ら確認するために、本人等からの請求に応じて、情報の内容を書

面等で示すことをいう。

　（策　　定）

第４条　本会の会長（以下「会長」という）は、個人情報の保護・管理に対する姿勢を示し、

役員及び職員に周知させるとともに、一般に公開するために個人情報保護方針を策定しな

ければならない。方針に含む基本事項は次の各号とする。

　�　個人情報の収集、利用及び提供に関する事項

　�　開示、訂正請求等に関する事項

�　個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人情報の紛失等の防止に関す

る事項

　�　個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守する事項

　�　個人情報の保護・管理に係る措置の継続的改善に関する事項

　（周　　知）

第５条　会長は、本会の策定した「個人情報保護方針」を役員及び職員へ周知し、理解させ

る。

　（公　　開）

第６条　「個人情報保護方針」の一般への公開は、新潟市医師会報、新潟市医師会ホームペー

ジ等による。

　（見　直　し）

第７条　会長は「個人情報保護方針」を必要に応じて適宜見直さなければならない。
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　（管理体制）

第８条　会長は個人情報の保護・管理を適切に実施するために、個人情報保護管理体制を定

め、役割、責任及び権限を明確にしなければならない。

　（収集の原則及び制限）

第９条　個人情報の収集は、本会が行う事業の範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達

成に必要な限度においてのみ行われなければならない。

２　個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行わなければならない。

　（利用及び提供）

第１０条　個人情報の利用及び提供は、本人が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとす

る。ただし、生命、身体、財産の保護のために必要な場合、本人の同意を得ることが困難

であるとき等法令の定めによる場合は、本人の同意なく利用及び提供することが出来る。

２　個人情報の利用及び提供を行う場合は、前項ただし書による場合を除き、事前に本人の

同意確認を確実に実施しなければならない。

　（正確性の確保）

第１１条　個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう

努めなければならない。

　（安全性の確保）

第１２条　取得した個人情報に関するリスク（個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏

洩及び個人情報の紛失等）に対して、合理的な安全対策が講じられなければならない。

　（委託先の監督）

第１３条　本会が業務を委託するために個人情報を外部へ預託する場合、個人情報保護が損な

われることのないよう、適切な措置がとられなければならない。

　（個人情報の開示）

第１４条　本人から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに

対応しなければならない。

　（個人情報の訂正等）

第１５条　前条の規定による開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合

は、原則として合理的な期間内に速やかに対応し、訂正又は削除を行った場合は可能な範

囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない。

　（教育・訓練の実施）

第１６条　個人情報保護管理責任者は、役員及び職員に教育資料に基づき継続的かつ定期的に

教育・訓練を行う。

　（苦情及び相談）

第１７条　本会は、個人情報の取扱いに関する苦情及び相談窓口を設置し、苦情等の適正かつ

迅速な処理に努める。

　（内部監査）

第１８条　本会に監査体制を整備して個人情報保護の運用について監査し、法令等の遵守を最

良の状態に維持するよう努める。

　（規程の見直し）

第１９条　社会情勢や本人の意識の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、本規程等を見直
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すものとする。

　（委　　任）

第２０条　本会内の各部署における個人情報の取扱については、それぞれの取扱細則等で定め

る。

附　　　　　則

　　　　この規程は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
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個人情報保護方針
新潟市医師会　

　社団法人新潟市医師会（以下「本会」という）は、個人情報を保護することが新潟市医師

会定款第６条に定める事業活動の基本であるとともに、本会の社会的責任、責務であると考

え、以下の個人情報保護方針を制定し、確実な履行に努めます。

１．個人情報の収集・利用及び提供について

　�　収集の原則

　個人情報の収集は、目的を明確にし、事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行

います。

　�　利用・提供の原則

　個人情報の利用、提供は、法令の定めに基づき事前に明確にした目的の範囲内でのみ

行います。

２．開示、訂正請求への対応

　本会は、個人情報について本人からの開示の要求があった場合は、合理的な期間、妥当

な範囲内で対応致します。

　また、個人情報に誤り、変更があって、本人から訂正等の要求があった場合は、合理的

な期間、必要な範囲内で対応致します。

３．個人情報の適正管理について

　本会は、収集した個人情報について、適切な安全対策を実施し、不正アクセス、改ざん、

破壊、漏洩、紛失などを防止するために合理的な措置を講じます。

４．法令及びその他の規範の遵守について

　本会は、個人情報保護責任者を設置し、個人情報に関して適用される法令及びその他の

規範を遵守します。

５．個人情報保護・管理の継続的改善

　本会は、監査責任者を設置して、定期的に監査を実施し、個人情報の保護・管理の見直

し、改善に努めます。

個人情報に関する問い合わせ　

新潟市医師会　総務課　　　　

ＴＥＬ　０２５－２４０－４１３１　　　　
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新潟市医師会個人情報保護管理体制

 
会　　　長

総　　務　　課 業　　務　　課

個人情報保護管理責任者

（総務部長）

総 括 個 人 情 報 管 理 者

（事務局長）

各課個人情報取扱責任者

（事務局次長）

監 査 責 任 者
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〔保有する個人情報の利用目的〕

○　入会申込書のほか各種申込書・申請書等に記載いただいた個人情報は以下の目的に利用

します。

　　・会員の入退会・異動履歴の管理

　　・会費の賦課・徴収に関する業務

　　・会員名簿の作成・配布

　　・新潟市医師会報への会員消息の掲載

・生涯教育制度に関わる業務、ならびに本会が主催または後援する講演会、研修会等の

案内送付

　　・新潟市医師会報等の刊行物および各種通知文書の送付

　　・会員の福利厚生のために本会が取り扱う各種保険等の案内

　　・医療・保健・福祉の向上に資するための各種アンケート調査の送付

　　・本会内の各種委員会等の活動支援

　　・日本医師会、都道府県医師会、郡市医師会等との事業連携

　　・個人を特定しない形態での統計情報の作成

　　・その他、本会定款に掲げる業務の円滑な実施を目的とする支援

　利用目的を超えて個人情報を取り扱うときは、法令に定める場合を除き、事前に本人の同

意を得ることとする。
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